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＜標準様式第 1-5＞ 個人情報ファイル簿(単票)(地方公共団体の機関及び地方独立行政法人) 

 

個人情報ファイルの名称 歯科健康診査事業情報ファイル 

 

行政機関等の名称 大阪府後期高齢者医療広域連合 

 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

給付課 

 

個人情報ファイルの利用

目的 

被保険者の健康の保持増進のために必要な事業(高齢者の医療の確保に関す

る法律第 125 条等)として、歯科健康診査の実施・実施案内送付等に関する事務

を後期高齢者医療広域連合電算処理システム、後期高齢者医療歯科健康診査

システム等を用いて行う上で、被保険者の資格情報や歯科健診結果情報等の個

人情報ファイルを管理する必要があるため。 

 

記録項目 １ 氏名、２ 生年月日、３ 年齢、４ 性別、５ 住所、６ 郵便番号、７ 電話番号、

８ 保険者番号、９ 被保険者番号、１０ 課税区分、１１ 送付先郵便番号、１２ 

送付先住所、１３ 送付先氏名、１４ 受診券交付年月日、１５ 対象外者情報、１６ 

歯科医院支払金額、１７ 支出年月日、１８ 振込先口座情報、１９ 受診年月日、

２０ 受診医療機関、２１ 歯科健診結果 

 

記録範囲 • 被保険者(※)  

• 歯科健康診査の受診者 

※高齢者の医療の確保に関する法律第 50 条から第 55 条に基づく被保険者 

 

記録情報の収集方法 • 構成市区町村の窓口業務担当部署が市区町村内の他の部署から収集(住民基

本台帳法第 1 条)し、当該情報を構成市区町村の窓口業務担当部署から専用

線により当組織が収集(高齢者の医療の確保に関する法律第 48 条、第 138 条、

地方自治法第 292 条)する。 

• 歯科健康診査実施歯科医院及び集団歯科健診実施市町村から歯科健康診査

の結果を収集する。 

 

要配慮個人情報が含ま

れるときは、その旨 

含む 

 

記録情報の経常的提供

先 

• 構成市区町村(窓口業務や保健事業を実施) 

• 大阪府国民健康保険団体連合会(｢歯科健康診査処理等業務｣に関する委託

先) 

• 一般社団法人大阪府歯科医師会(｢歯科健康診査事務｣に関する委託先) 

• 金融機関(歯科健診費用の口座振込みでの利用) 

• 「歯科健康診査実施案内にかかる印刷及び封入封緘業務」に関する委託業者 

 
開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

(名称)  大阪府後期高齢者医療広域連合 総務企画課 

 

(所在地)  〒540-0028 大阪市中央区常盤町１－３－８ 中央大通ＦＮビル８階 

 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

－ 

 

個人情報ファイルの種別 ■法第 60 条第 2 項第 1 号(電算処理ファ

イル)  

□法第 60 条第 2 項第 2 号(マニュア

ル処理ファイル) 
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政令第 21 条第 7 項に該当するファイル 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情

報の提案の募集をする

個人情報ファイルである

旨 

非該当 

 

行政機関等匿名加工情

報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

－ 

 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

(実施なし) 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

(実施なし) 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができる

期間 

(実施なし) 

 

記録情報に条例要配慮

個人情報が含まれている

ときはその旨 

含まない 

 

備考 － 

 

 


